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頁数 
（変更後） 変更前（第２回策定委員会提示資料） 変更後（今回提示資料） 

6-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）災害リスクへの対策の方向性 

【洪水（浸水・河岸侵食）、高潮】 
 ・洪水、高潮による浸水が想定されている区域は、本市の中

心拠点（蒲郡駅）や地域拠点（各鉄道駅）に広がっており、

生活利便性が高く、将来的な都市の発展において重要なエ

リアであることから、一部を除いて居住誘導区域からは除

外せず、災害規模に応じた取組を講じて安全を確保しま

す。 

 ・計画規模（L1）の洪水、高潮による浸水に対しては、ハー

ド・ソフトの一体的な対策により、災害リスクを低減する

取組を検討します。 

 ・想定最大規模（L2）の洪水、高潮による浸水に対しては、

抜本的なハード対策を講じることは困難であるため、ソフ

ト対策を中心とした対策により災害リスクを低減する取

組を検討します。特に、浸水範囲が面的に広がる地域や高

潮による浸水で 2階相当の浸水深（3.0ｍ以上）が想定され

ている一部箇所については、市民の生命・身体に危険が及

ぶ可能性が高いことから、重点的な取組を検討します。 

 

 

 ・想定最大規模（L2）の洪水による家屋等氾濫想定区域（河

岸侵食）に対しては、発生頻度は低いものの、発生した場

合は垂直避難が困難であり、家屋が倒壊・流失する危険性

が特に高いため、居住誘導区域から除外します。 

 

（３）災害リスクへの対策の方向性 

【洪水（浸水）】 
 ・洪水による浸水が想定されている区域は、本市の中心拠点

（蒲郡駅）や地域拠点（各鉄道駅）に広がっており、生活

利便性が高く、将来的な都市の発展において重要なエリア

であることから、災害規模に応じた取組を講じて安全を確

保します。 

 

 ・計画規模（L1）の洪水による浸水に対しては、ハード・ソ

フトの一体的な対策により、災害リスクを低減する取組を

検討します。 

 ・想定最大規模（L2）の洪水による浸水に対しては、抜本的

なハード対策を講じることは困難であるため、ソフト対策

を中心とした対策により災害リスクを低減する取組を検

討します。特に、浸水範囲が面的に広がる地域については、

市民の生命・身体に危険が及ぶ可能性が高いことから、重

点的な取組を検討します。 

  

 

【洪水（家屋倒壊等氾濫想定区域）】 
 ・想定最大規模（L2）の洪水による家屋等氾濫想定区域（河

岸侵食）に対しては、発生頻度は低いものの、発生した場

合は家屋が倒壊・流失する危険性が特に高く、垂直避難が

困難であるため、居住誘導区域に含めていません。 
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6-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【津波】 
・津波浸水深 2.0ｍ以上の区域は、垂直避難が困難であり、家

屋が倒壊・流出する危険性が特に高いため、居住誘導区域

から除外します。 

・津波浸水深 2.0ｍ未満の区域は、主に三谷漁港周辺に広が

っており、都市構造上の重要なエリアも含まれていること

から、居住誘導区域から除外せず、ハード・ソフトの一体

的な対策により災害リスクを低減する取組を検討します。 

 

【高潮】 
 ・高潮による浸水が想定されている区域は、本市の中心拠点

（蒲郡駅）や地域拠点（各鉄道駅）に広がっており、生活

利便性が高く、将来的な都市の発展において重要なエリア

であることから、災害規模に応じた取組を講じて安全を確

保します。 

・計画規模（L1）の高潮による浸水に対しては、ハード・ソ

フトの一体的な対策により、災害リスクを低減する取組を

検討します。 

 ・想定最大規模（L2）の高潮による浸水に対しては、抜本的

なハード対策を講じることは困難であるため、ソフト対

策を中心とした対策により災害リスクを低減する取組を

検討します。特に、浸水範囲が面的に広がる地域や 2 階

相当の浸水深（3.0ｍ以上）が想定されている一部箇所に

ついては、市民の生命・身体に危険が及ぶ可能性が高い

ことから、重点的な取組を検討します。 

【津波】 
・津波浸水深 2.0ｍ以上の区域は、家屋が倒壊・流出する危険

性が特に高く、垂直避難が困難であるため、居住誘導区域

に含めていません。 

・津波浸水深 2.0ｍ未満の区域は、主に三谷漁港周辺に広が

っており、都市構造上の重要なエリアも含まれていること

から、ハード・ソフトの一体的な対策により災害リスクを

低減する取組を検討します。 
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【大規模盛土造成地】 
・大規模盛土造成地は大規模に造成された宅地を示すもの

であり、必ずしも危険であるということではありませんが、

居住誘導区域に数か所分布されていることから、適切な調査

を実施した上で必要に応じた対策を促進します。 

【大規模盛土造成地】 
・大規模盛土造成地は大規模に造成された宅地を示すものであ

り、居住誘導区域に数か所分布されていることから、適切な調

査を実施した上で必要に応じた対策を促進します。 

 

 

6-19 

 

 

 

 

 

 

 

（１）災害リスクへの対策の方向性 
①災害リスクの回避 
○災害リスクを踏まえた立地誘導⇒洪水 高潮 津波 土砂

災害 

・居住誘導区域外における届出制度の運用 

 

・災害ハザードエリアからの移転促進に関する国の支援制

度の活用や新たな支援の検討 

 

（１）災害リスクへの対策の方向性 
①災害リスクの回避 

○災害リスクを踏まえた立地誘導⇒洪水 高潮 津波 土砂

災害 

・居住誘導区域内への新たな住宅の開発や建築を促進する

ための届出制度の運用 

・災害ハザードエリアからの移転促進に関する国の支援制

度の活用や新たな支援の検討 
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（変更後） 変更前（第２回策定委員会提示資料） 変更後（今回提示資料） 

7-2 第６章 防災指針 
５ 目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 計画の進⾏管理 
１ 計画の推進方法と目標値 
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頁数 
（変更後） 変更前（第２回策定委員会提示資料） 変更後（今回提示資料） 

7-4 

－ 

目標 3︓土砂災害特別警戒区域からの誘導施設（指定避難所）
の移転率の設定 

要配慮者や地域住民の安全な避難場所を確保するために

は、災害リスクを踏まえた施設の立地誘導を着実に推進して

いくことが重要となります。 

本市では、避難所として指定している誘導施設が土砂災害

特別警戒区域内に 2 施設存在することから、これらの施設を

都市機能誘導区域内の災害リスクが低い場所へ全て移転させ

ることを目指し、目標値を令和 12 年(2030 年)で 100％と

します。 

 

目標４︓地区防災計画の作成率の設定 

今後も少子高齢化が進行することが想定されているなか

で、避難行動に時間がかかる高齢者や乳幼児がいる家族等が、

地域と協力しながら安心して避難できる体制を確保すること

の重要性が高まっています。 

本市では、地域が連携した自発的な防災活動計画である「拾

石町防災計画」が作成されていますが、このような地区防災計

画を全総代区（全 48 地区）で作成・共有することを目指し、

目標値を令和 12 年(2030 年)で 100％とします。 
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頁数 
（変更後） 

変更前（第２回策定委員会提示資料） 変更後（今回提示資料） 

7-5 

－ 

目標５︓防災⾏政無線⼦局のデジタル化率の設定 

市民の自主的で適切な避難行動を促すには、正しい情報が

より多くの人に迅速に伝わることが必要です。 

市内の全総代区で地区防災計画の作成を目指すことと併

せ、市内の全ての防災行政無線子局をデジタル化することを

目指し、現在の 17 局から、全数の 75 局となるように、目標値

を令和 12 年(2030 年)で 100％とします。 

 
目標６︓災害に強いまちづくりに対する市⺠満⾜度の設定 

災害リスクの回避・低減には、地域の特徴や市民の意向に沿

った効果的な取組みが必要です。 

また、リスクの低減等に関する取組みを通じて、行政と地

域、地域と個人の繋がりの強化などのまちづくりに対する波

及効果を促進することも必要です。 

新たな取組みの推進を含め、防災まちづくりに対する市民の

満足度をさらに高めることを目指し、目標値を近年の最大値

21.3％からさらに上昇させ、市民の 4 人に 1 人の割合となる

ように、令和 12 年(2030 年)で 25.0％とします。 

 

 


